
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関

す
る
規
則

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
条
第
五
項
及
び

第
二
十
三
条
第
五
項
（
同
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
基
づ
く
聴
聞
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
主
宰
者
（
第
二
条―

第
八
条
）

第
三
章
　
代
理
人
、
補
佐
人
、
参
考
人
等
（
第
九
条―

第
十
三
条
）

第
四
章
　
意
見
聴
取
準
備
の
た
め
の
手
続
（
第
十
四
条

―

第
十
七
条
）

第
五
章
　
意
見
聴
取

第
一
節
　
意
見
聴
取
の
進
行
（
第
十
八
条―

第
二
十

六
条
）

第
二
節
　
証
拠
調
（
第
二
十
七
条―

第
三
十
五
条
）

第
三
節
　
意
見
聴
取
調
書
（
第
三
十
六
条
・
第
三
十

七
条
）

第
六
章
　
雑
則
（
第
三
十
八
条―

第
四
十
一
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
　
当
事
者
　
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
聴

取
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定

め
る
者
を
い
う
。

イ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第

一
項
の
意
見
聴
取
　
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
に
係
る
暴
力
団
（
法
第
二
条
第
二

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
第
三
十
九
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
者
（
代
表

す
る
者
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ

に
代
わ
る
べ
き
者
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
　
法
第
十
五
条
の

二
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
三
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
指
定
暴

力
団
等
（
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
暴

力
団
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
者

ハ
　
法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
　
法
第
十
五
条
の

二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
る
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団

等
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

を
い
う
。
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
代
表
す
る
者

ニ
　
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
　
法
第
三
十
条
の

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
指
定
暴
力

団
等
を
代
表
す
る
者

ホ
　
法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
　
法
第
三
十
条
の

八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力

団
等
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団

等
を
い
う
。
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
代
表
す
る
者

ヘ
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
　
同
項
に

規
定
す
る
命
令
に
係
る
者

ト
　
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
意
見
聴

取
　
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下

「
仮
の
命
令
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者

二
　
代
理
人
　
当
事
者
の
委
任
を
受
け
当
事
者
に
代
わ

っ
て
意
見
聴
取
に
出
頭
し
当
事
者
の
た
め
に
意
見
聴

取
に
関
す
る
一
切
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

を
い
う
。

三
　
補
佐
人
　
意
見
聴
取
に
お
い
て
当
事
者
又
は
そ
の

代
理
人
が
意
見
を
述
べ
、
か
つ
、
有
利
な
証
拠
を
提

出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
を

補
佐
す
る
者
を
い
う
。

四
　
関
係
指
定
暴
力
団
員
　
法
第
十
二
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
係
る
意
見
聴
取
に
お
い
て
、
当
該
命

令
に
係
る
業
務
と
当
該
命
令
に
係
る
暴
力
的
要
求
行

為
（
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
暴
力
的
要
求
行

為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
関
係
に
関
し
、
法

第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
基
づ
き

出
頭
及
び
意
見
の
陳
述
を
す
る
当
該
暴
力
的
要
求
行

為
を
し
た
指
定
暴
力
団
員
（
法
第
九
条
に
規
定
す
る

指
定
暴
力
団
員
を
い
う
。
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

五
　
参
考
人
　
意
見
聴
取
に
お
い
て
、
意
見
聴
取
に
係

る
事
案
に
関
す
る
専
門
的
事
項
、
当
該
事
案
の
事
実

関
係
等
に
つ
い
て
証
言
す
る
者
で
あ
っ
て
、
前
各
号

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。

第
二
章
　
主
宰
者

（
主
宰
者
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項

及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
意
見
聴
取
は
、
都
道
府

県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）

が
主
宰
す
る
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

公
安
委
員
会
が
指
名
す
る
公
安
委
員
（
以
下
「
指
名
公

安
委
員
」
と
い
う
。
）
又
は
次
条
の
意
見
聴
取
官
に
前

項
の
意
見
聴
取
を
主
宰
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
意
見
聴
取
に

つ
い
て
は
、
意
見
聴
取
官
に
主
宰
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

二
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
三
項

若
し
く
は
第
四
項
の
意
見
聴
取
で
あ
っ
て
、
当
該
意

見
聴
取
に
係
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
又
は
仮

の
命
令
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
重
大
な
争
点
が
あ
る

と
認
め
る
事
案
に
係
る
も
の

（
意
見
聴
取
官
）

第
三
条
　
意
見
聴
取
官
は
、
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
に
つ

い
て
必
要
な
法
律
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
し
、
か

つ
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
都
道
府
県
警
察
の
職
員
で
警
視
以
上
の
階
級
に
あ
る

警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
そ
の
他
の

職
員
の
う
ち
か
ら
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長

が
指
名
す
る
。

２
　
意
見
聴
取
官
は
、
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
ほ
か
、
公

安
委
員
会
又
は
指
名
公
安
委
員
が
主
宰
す
る
意
見
聴
取

に
つ
き
、
公
安
委
員
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
こ

れ
に
陪
席
し
て
主
宰
者
を
補
佐
し
、
そ
の
他
意
見
聴
取

に
関
し
公
安
委
員
会
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す

る
も
の
と
す
る
。

（
除
斥
事
由
）

第
四
条
　
主
宰
者
（
公
安
委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
出
席
す
る
公
安
委
員
。
以
下
こ
の
条
、

次
条
第
一
項
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

の
執
行
か
ら
除
斥
さ
れ
る
。

一
　
主
宰
者
が
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
若
し
く

は
補
佐
人
で
あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。

二
　
主
宰
者
が
当
事
者
の
四
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
と

き
又
は
あ
っ
た
と
き
。

三
　
主
宰
者
が
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保

佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
で

あ
る
と
き
。

四
　
主
宰
者
が
事
案
に
つ
い
て
参
考
人
と
な
っ
た
と

き
。

（
忌
避
の
申
出
）

第
五
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
主
宰
者
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
意
見
聴
取
の
審
理
の
公

正
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
忌
避

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
主
宰
者
が
事
案
の
関
係
人
（
法
第
九
条
、
第
十
二

条
の
三
、
第
十
二
条
の
五
、
第
十
六
条
、
第
二
十
四

条
、
第
三
十
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の

九
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
、
第
三
十
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
若
し
く
は
第
三
十
条
の
八

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
同
項
に
規
定

す
る
暴
力
行
為
の
相
手
方
又
は
第
三
十
条
の
四
に
規

定
す
る
請
求
者
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
等
を
い
う
。

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
。

二
　
主
宰
者
が
事
案
の
関
係
人
の
四
親
等
内
の
親
族
で

あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。

三
　
主
宰
者
が
事
案
の
関
係
人
の
後
見
人
、
後
見
監
督

人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監

督
人
で
あ
る
と
き
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
忌
避
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
忌
避
の
申
出
の
時
期
）

第
六
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
第
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
主
宰
者

の
忌
避
を
申
し
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
忌

避
の
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
又
は
忌
避
の
原
因
が

そ
の
後
に
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
続
の
停
止
）

第
七
条
　
主
宰
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
忌

避
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
手
続
を
停
止
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
が
手
続
を
遅
延
さ
せ
る

目
的
の
み
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
、
そ
の
他
忌
避
の
申
出
に
理
由
が
な
い
と

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
主
宰
者
が
こ

れ
を
却
下
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
忌
避
の
申
出
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
八
条
　
公
安
委
員
会
は
、
忌
避
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
忌
避
の
申
出
に
係
る
公
安
委
員
は
、
前
項
の
審
査
の

議
決
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
意
見

を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
。

３
　
公
安
委
員
会
は
、
忌
避
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
公
安
委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
意
見
聴
取
に
出
席
す
る
公
安
委
員
の
忌
避
の
と

き
　
そ
の
公
安
委
員
を
除
斥
す
る
こ
と
。

二
　
指
名
公
安
委
員
の
忌
避
の
と
き
　
そ
の
指
名
公
安

委
員
の
指
名
を
取
り
消
す
こ
と
。

三
　
意
見
聴
取
官
の
忌
避
の
と
き
　
そ
の
意
見
聴
取
官

を
交
代
さ
せ
る
こ
と
。

第
三
章
　
代
理
人
、
補
佐
人
、
参
考
人
等

（
代
理
人
）

第
九
条
　
当
事
者
は
、
意
見
聴
取
に
代
理
人
を
出
頭
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
ま
で
に
、
当

該
代
理
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
当
事
者
と
の
関
係
を
記

載
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
代
理
人
選
任
届
出
書
を
公

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
が
続
行

さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
次
回
の
期
日
に
お
い
て
行
う
意

見
聴
取
に
引
き
続
き
出
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
代
理
人
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
代
理
人
選
任
届
出
書
に
は
、
当
事
者
が
当
該

代
理
人
に
対
し
て
当
事
者
の
た
め
に
意
見
聴
取
に
関
す

る
一
切
の
手
続
を
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
旨
を
明
示
し

た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
佐
人
）

第
十
条
　
当
事
者
は
、
意
見
聴
取
に
補
佐
人
を
出
席
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
見
聴
取

の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で

に
、
補
佐
人
の
氏
名
、
住
所
、
当
事
者
と
の
関
係
及
び

補
佐
す
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
宰
者
に
提
出

し
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
意
見
聴
取
に
出
席
さ
せ
よ
う
と

す
る
補
佐
人
で
あ
っ
て
既
に
受
け
た
許
可
に
係
る
事
項

に
つ
き
補
佐
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
通
知
さ
れ
た
期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
（
第

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
期
日
に
お

い
て
行
う
意
見
聴
取
を
含
む
。
次
号
、
第
三
号
並
び

に
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
　
当
該
通
知
さ
れ
た
期
日
前
四
日

二
　
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
期

日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
　
当
該
通
知
さ
れ
た
期

日
前
三
日

三
　
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
　
当
該
通
知
さ
れ
た

期
日
前
四
日
以
内
で
主
宰
者
が
定
め
る
日

２
　
主
宰
者
は
、
前
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
意
見
聴

取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
対
し

書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
補
佐
人
は
、
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
と
と
も
に
意
見
聴
取
に
出
席

し
、
意
見
を
述
べ
、
そ
の
他
必
要
な
補
佐
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
補
佐
人
の
陳
述
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
直

ち
に
取
り
消
さ
な
い
と
き
は
、
自
ら
陳
述
し
た
も
の
と

み
な
す
。

第
十
一
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
が
事
案
に
つ
い
て
必
要

な
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る
者
を
補
佐
人
と
し
て
付
き
添

わ
せ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
頭
及
び
意
見
の
陳
述
の
許
可
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
係
る
当
事
者
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
意
見
聴
取
の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
日
ま
で
に
、
当
該
命
令
に
係
る
暴
力
的
要
求

行
為
を
し
た
指
定
暴
力
団
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
意
見

の
陳
述
の
要
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
宰
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
期

日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
　
当
該
通
知
さ
れ
た
期

日
前
四
日

二
　
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
　
当
該
通
知
さ
れ
た

期
日
前
四
日
以
内
で
主
宰
者
が
定
め
る
日

２
　
主
宰
者
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
の
前
日

ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
考
人
）

第
十
二
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
の
申
出
に
よ
り
又
は
職

権
で
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
案
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
案

の
関
係
人
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
に
対
し
、
参
考
人

と
し
て
意
見
聴
取
へ
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
当
事
者
は
、
前
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
意
見
聴
取
の
区
分

に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
参

考
人
と
し
て
意
見
聴
取
へ
の
出
席
を
求
め
る
者
の
氏

名
、
住
所
及
び
証
言
の
要
旨
を
記
載
し
た
申
出
書
を
主

宰
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
主
宰
者
は
、
前
項
の
申
出
に
係
る
者
を
参
考
人
と
し

て
意
見
聴
取
へ
の
出
席
を
求
め
る
場
合
に
は
、
意
見
聴

取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
対
し

書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
立
会
警
察
職
員
）

第
十
三
条
　
主
宰
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
事
案
の
処
理
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
当

該
都
道
府
県
警
察
の
職
員
を
意
見
聴
取
に
出
席
さ
せ
、

当
該
職
員
（
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
立
会
警

察
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
指
定
等
（
法
第
三
条
、

第
四
条
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条

の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
法
第
十
五
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警

戒
区
域
の
変
更
若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
八
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変

更
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若

し
く
は
命
令
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命

令
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

し
よ
う
と
す
る
理
由
又
は
仮
の
命
令
を
し
た
理
由
に
係

る
事
実
上
又
は
法
律
上
の
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
意
見
聴
取
準
備
の
た
め
の
手
続

（
意
見
聴
取
の
通
知
）

第
十
四
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の

意
見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の

二
の
意
見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

一
　
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
十
五
条
の

二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知

二
　
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
三
十
条
の

八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知

３
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の

三
の
意
見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

一
　
法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
十
五
条
の

二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知

二
　
法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
三
十
条
の

八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知

４
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
意

見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

５
　
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
意
見
聴
取
に

係
る
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の

意
見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

６
　
前
五
項
の
意
見
聴
取
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
（
前

項
の
意
見
聴
取
通
知
書
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
及
び
第

三
号
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
教
示
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
意
見
聴
取
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
の
措
置

二
　
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

三
　
意
見
聴
取
に
お
い
て
事
案
に
つ
い
て
意
見
を
述

べ
、
か
つ
、
有
利
な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨

７
　
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
通
知
は
、
法
第
五
条
第

一
項
の
意
見
聴
取
に
あ
っ
て
は
意
見
聴
取
の
期
日
の
十

五
日
前
ま
で
に
、
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
若
し
く
は

第
九
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
八
第
四
項
若
し
く
は
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第

三
十
四
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
あ
っ
て
は
意
見
聴
取

の
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又

は
第
四
項
の
意
見
聴
取
に
あ
っ
て
は
意
見
聴
取
の
期
日

の
五
日
前
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
意
見
聴
取
の
公
示
）

第
十
五
条
　
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
八

項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三

十
四
条
第
二
項
（
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
公

安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
公
示
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
の
変
更
）

第
十
六
条
　
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
通
知

を
受
け
た
者
（
第
二
十
三
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た

者
を
含
む
。
）
は
、
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
別
記
様

式
第
五
号
の
意
見
聴
取
期
日
（
場
所
）
変
更
申
出
書
に

よ
り
、
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出

る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権

で
、
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の

期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
別
記

様
式
第
六
号
の
意
見
聴
取
期
日
（
場
所
）
変
更
通
知
書

に
よ
り
当
事
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
陳
述
書
）

第
十
七
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
を
効
率
的
に
行
う
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の

同
意
が
あ
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
先
立
ち
、

当
事
者
に
対
し
、
事
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
陳
述
し
た

書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
陳
述
書
」
と
い
う
。
）
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
当
事
者
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
先
立
ち
、
主
宰
者

に
対
し
、
陳
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
　
意
見
聴
取

第
一
節
　
意
見
聴
取
の
進
行

（
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
十
八
条
　
意
見
聴
取
は
、
口
頭
に
よ
り
行
う
。

（
冒
頭
手
続
）

第
十
九
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
の
冒
頭
に
お
い
て
、

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
指
定
等
若
し
く
は

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
又
は
仮
の
命
令
を
し
た
理

由
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

告
げ
ら
れ
た
理
由
に
関
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
証
拠
調
）

第
二
十
条
　
主
宰
者
は
、
前
条
の
手
続
が
終
わ
っ
た
後

に
、
次
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
証
拠
調
を
行
う

も
の
と
す
る
。

２
　
証
拠
調
は
、
第
三
十
四
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、

意
見
聴
取
の
期
日
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
釈
明
）

第
二
十
一
条
　
主
宰
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
、
当
事
者
又

は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
問
い
を
発
し
、
又
は
立
証
を

促
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
に
お
け
る
発
言
等
）

第
二
十
二
条
　
意
見
聴
取
に
お
い
て
は
、
当
事
者
若
し
く

は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
若
し
く
は
関
係
指
定

暴
力
団
員
又
は
参
考
人
若
し
く
は
立
会
警
察
職
員
以
外

の
者
は
、
意
見
の
陳
述
又
は
証
言
そ
の
他
の
発
言
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
意
見
聴
取
に
お
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が

発
言
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
宰
者
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
に
お
い
て
発
言
す
る
者
が
事

案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る
と
き
、
そ
の
他
意
見
聴

取
に
お
け
る
審
理
の
適
正
な
進
行
を
図
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
発
言
を
制
限
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４
　
主
宰
者
は
、
出
席
し
て
い
る
者
が
意
見
聴
取
の
秩
序

を
乱
し
又
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
と
き
、
そ
の
他
意
見

聴
取
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
秩
序
を
乱
し
た
者
に
対
し
退
場
を
命
じ
、

そ
の
他
意
見
聴
取
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
国
家
公
安

委
員
会
が
別
に
定
め
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
続
行
）

第
二
十
三
条
　
主
宰
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
新
た
に
期
日
を
定
め
て
意
見
聴
取
を

続
行
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
天
災
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
病
気
そ
の
他

の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
意
見
聴
取
を
中
断
し

た
と
き
。

二
　
期
日
に
お
い
て
行
わ
れ
た
意
見
聴
取
で
は
指
定
等

若
し
く
は
命
令
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
仮
の
命
令
が

不
当
で
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
に

熟
さ
な
い
と
認
め
る
と
き
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
を
続
行
す
る
場
合
に

は
、
当
該
新
た
な
期
日
に
お
け
る
意
見
聴
取
の
期
日
及

び
場
所
を
別
記
様
式
第
七
号
の
意
見
聴
取
続
行
通
知
書

を
送
達
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
意
見
聴
取
に
出

頭
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
事
者
へ
の
通
知
に
つ
い
て

は
、
意
見
聴
取
続
行
通
知
書
の
送
達
に
代
え
て
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
口
頭
で
告
げ
れ
ば
足
り
る
。

３
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
終
結
）

第
二
十
四
条
　
主
宰
者
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
決
定
を
す
る
に
熟
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見

聴
取
を
終
結
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
宰
者
は
、
当
事
者

又
は
そ
の
代
理
人
が
主
宰
者
の
問
い
に
答
え
ず
、
そ
の

他
意
見
を
述
べ
有
利
な
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
放
棄

し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
第
二
十
二
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
聴

取
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
状
況
の
報
告
）

第
二
十
五
条
　
指
名
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官
が
意
見

聴
取
を
主
宰
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
意
見

聴
取
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取

を
続
行
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
日
に

お
け
る
意
見
聴
取
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十

六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
終
了
後
速
や
か
に
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
意
見
聴
取
調
書
を
公
安

委
員
会
に
提
出
し
、
意
見
聴
取
の
状
況
を
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
公
開
と
す
る
場
合
の
手
続
）

第
二
十
六
条
　
主
宰
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

（
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
た

だ
し
書
（
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
を
公
開
し

な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
傍
聴
人
に
そ
の
旨
を
理

由
と
と
も
に
告
げ
て
退
場
を
命
じ
、
公
開
し
な
い
こ
と

と
す
る
事
由
が
な
く
な
り
再
び
公
開
す
べ
き
場
合
に

は
、
そ
の
旨
を
告
げ
て
傍
聴
人
を
入
場
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

第
二
節
　
証
拠
調

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
）

第
二
十
七
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
主
宰
者
に

対
し
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
物
件
の
提
出
要
求
）

第
二
十
八
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理

人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
書
類
そ
の
他
の
物
件

の
所
持
人
に
対
し
、
そ
の
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
関
係
指
定
暴
力
団
員
の
意
見
の
陳
述
）

第
二
十
八
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
係
る
意
見
聴
取
に
お
い
て
は
、
主
宰
者
は
、
関
係

指
定
暴
力
団
員
に
対
し
、
当
該
命
令
に
係
る
業
務
と
当

該
命
令
に
係
る
暴
力
的
要
求
行
為
と
の
関
係
に
関
し
、

意
見
の
陳
述
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
参
考
人
の
証
言
）

第
二
十
九
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理

人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
参
考
人
に
証
言
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
鑑
定
）

第
三
十
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人

の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
適
当
と
認
め
る
者
に
、

鑑
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
証
）

第
三
十
一
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理

人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
検
証
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
証
拠
調
の
申
出
の
方
式
）

第
三
十
二
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
第
二
十
七

条
、
第
二
十
八
条
及
び
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
証
拠
調

を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
証
拠
及
び
そ
の
内
容

と
証
明
し
よ
う
と
す
る
事
実
と
の
関
係
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
調
の
申
出
の
却
下
）

第
三
十
三
条
　
主
宰
者
は
、
証
拠
調
の
申
出
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
申
出
を
却
下

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
証
拠
調
の
申
出
が
前
条
に
定
め
る
方
式
に
よ
ら
な

い
と
き
。

二
　
申
出
に
係
る
証
拠
調
が
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
と

き
。

三
　
証
拠
調
の
申
出
が
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
故

意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
時
機
に
後
れ
た
た
め
、

こ
れ
を
行
う
場
合
に
は
意
見
聴
取
の
終
結
が
遅
延
す

る
と
認
め
る
と
き
。

（
意
見
聴
取
期
日
外
に
お
け
る
証
拠
調
）

第
三
十
四
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
に
お
け
る
審
理
の

適
正
な
進
行
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
意
見
聴
取
の
期
日
外
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
関
係
指
定
暴
力
団
員
に
対
し
意
見
の

陳
述
を
求
め
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
参
考
人
に

証
言
を
さ
せ
、
又
は
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
検
証

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安

委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
す
る
公

安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官
に
こ
れ
ら
の
証
拠
調
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
証
拠
調
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
主
宰
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
日
時
及
び
場
所
を
当
事
者
に

書
面
に
よ
り
通
知
し
、
こ
れ
に
立
ち
会
う
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
事
者
又
は
そ
の
代

理
人
が
意
見
聴
取
に
出
頭
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
口
頭
で
告
げ
れ
ば
足
り
る
。

３
　
第
一
項
の
証
拠
調
を
行
っ
た
主
宰
者
（
同
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官
に
証
拠
調
を

行
わ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
）
は
、
証

拠
調
の
終
了
後
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記

様
式
第
八
号
の
証
拠
調
調
書
を
速
や
か
に
作
成
し
、
こ

れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
証
拠
調
を
行
っ
た
日
時
及
び
場
所

三
　
証
拠
調
を
行
っ
た
者
（
公
安
委
員
会
が
証
拠
調
を

行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
参
与
し
た
公
安

委
員
）
の
職
名
及
び
氏
名

四
　
証
拠
調
に
立
ち
会
っ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
関
係
指
定
暴
力
団
員
の
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
発

言
の
要
旨
、
参
考
人
の
証
言
の
要
旨
又
は
検
証
の

概
況
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４
　
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取

官
（
こ
れ
ら
の
者
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

が
第
一
項
の
証
拠
調
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
三

十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
は
前
項
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
調
調
書
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
中
「
同
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
た
意
見
聴
取
調
書
」
と
あ
る
の
は

「
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
証
拠

調
調
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
三
十
五
条
　
主
宰
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
の
提
出
を
受
け
た
と
き
又

は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
物
件
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第

九
号
の
提
出
物
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
提
出
を
受
け
た
年
月
日

三
　
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
提
出
を
受
け
た
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
又
は

物
件
の
標
目
並
び
に
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
。
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
提
出
物
目

録
を
作
成
し
た
と
き
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定

は
提
出
を
受
け
た
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
物

件
の
返
還
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
中
「
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「
主
宰
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
安
委
員
会
」
と

あ
る
の
は
「
主
宰
者
」
と
、
「
別
記
様
式
第
二
十
二
号
」

と
あ
る
の
は
「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施

に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

五
号
）
別
記
様
式
第
十
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
三
節
　
意
見
聴
取
調
書

（
意
見
聴
取
調
書
の
作
成
）

第
三
十
六
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
の
終
了
後
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
十
一
号
の
意
見

聴
取
調
書
を
速
や
か
に
作
成
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

三
　
主
宰
者
（
公
安
委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
出
席
し
た
公
安
委
員
）
の
職
名
及
び

氏
名

四
　
出
席
し
た
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
補
佐
人
、

関
係
指
定
暴
力
団
員
及
び
参
考
人
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
意
見
聴
取
の
進
行
の
要
領

六
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
発
言
の
要
旨

七
　
提
出
さ
れ
た
証
拠
の
標
目
及
び
そ
の
証
拠
調
の
有

無
並
び
に
証
拠
調
を
行
っ
た
証
拠
の
内
容

八
　
関
係
指
定
暴
力
団
員
の
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
発

言
の
要
旨

九
　
参
考
人
の
証
言
の
要
旨

十
　
検
証
の
概
況

十
一
　
意
見
聴
取
を
公
開
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

２
　
意
見
聴
取
調
書
に
は
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他

主
宰
者
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
添
付
し
て
調
書
の
一

部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
調
書
の
閲
覧
）

第
三
十
七
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
前
条
第
一

項
の
意
見
聴
取
調
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
　
雑
則

（
意
見
聴
取
の
公
示
に
伴
う
措
置
）

第
三
十
八
条
　
公
安
委
員
会
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
公
示
又
は
第
十
六
条
第
三
項
（
同
項
の
規
定
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
事
案
の
件
名
並
び
に
当
事
者
の
氏
名
及

び
住
所
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
一
般
の
閲
覧
に

供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
当
事
者
が
そ
の
地
位
を
失
っ
た
場
合
の
措
置
）

第
三
十
九
条
　
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
意

見
聴
取
の
通
知
を
し
て
か
ら
意
見
聴
取
が
終
結
す
る
ま

で
の
間
に
当
該
意
見
聴
取
に
係
る
暴
力
団
、
指
定
暴
力

団
等
又
は
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
若
し
く
は
特
定
危

険
指
定
暴
力
団
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
暴
力
団

等
」
と
い
う
。
）
を
代
表
す
る
者
で
あ
っ
た
者
が
死
亡

そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失
っ
た
場
合
又
は

法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若

し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
係
る
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
意
見

聴
取
の
通
知
を
し
て
か
ら
意
見
聴
取
が
終
結
す
る
ま
で

の
間
に
管
理
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管

理
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

っ
た
者
が
交
代
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失

っ
た
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
は
、
新
た
に
当
該
暴
力

団
等
を
代
表
す
る
者
又
は
管
理
者
と
な
っ
た
者
に
対

し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所

の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
書
面
に
よ

り
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
に
当
該
暴

力
団
等
を
代
表
す
る
者
又
は
管
理
者
と
な
っ
た
者
の
所

在
が
不
明
で
あ
る
た
め
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
新
た
に
当
該
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
と
な
っ

た
者
に
つ
い
て
は
当
該
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所

（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
所
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
、
新
た
に
管
理
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は

そ
の
者
の
管
理
に
係
る
事
務
所
に
そ
れ
ぞ
れ
現
在
す
る

者
で
相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る
も
の
に
対
し
、
連
絡
す

る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る

公
安
委
員
会
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
再
開
）

第
四
十
条
　
公
安
委
員
会
は
、
意
見
聴
取
が
終
結
し
た
後

に
お
い
て
、
指
定
等
又
は
命
令
を
行
う
た
め
特
に
必
要

が
生
じ
た
と
き
は
、
改
め
て
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
改
め
て
意
見
聴
取
を
行
う
場
合

に
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
当
事
者
に
通
知

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
意
見
聴
取

の
手
続
に
つ
い
て
は
、
前
各
章
及
び
前
二
条
の
規
定
の

例
に
よ
る
。

（
書
類
の
送
達
）

第
四
十
一
条
　
公
安
委
員
会
が
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り

送
達
す
る
書
類
は
、
郵
便
若
し
く
は
民
間
事
業
者
に
よ

る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便

事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書

便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に

よ
る
送
達
又
は
交
付
送
達
に
よ
り
、
そ
の
送
達
を
受
け

る
べ
き
者
の
住
所
又
は
居
所
（
事
務
所
及
び
事
業
所
を

含
む
。
）
に
送
達
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
施
行
規
則
第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定

は
、
前
項
の
送
達
の
方
法
及
び
送
達
に
係
る
記
録
の
作

成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
一
二
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
四
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任

者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す

る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式

の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す

る
規
則
、
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規

則
、
遺
失
物
取
扱
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当

な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
基
づ
く
聴
聞
の
実
施
に
関
す
る
規
則
に
規
定
す

る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ

ぞ
れ
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ

る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
六
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
二
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六

年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
六
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
九
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

九
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁

治
産
者
及
び
そ
の
保
佐
人
に
関
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
三
項
第

三
号
の
改
正
規
定
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
古
物
営

業
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定

を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
五
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
六
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
四
号
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
八
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
七
日
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
９
条
関
係
）

別記様式第１号（第９条関係）

代 理 人 選 任 届 出 書

年 月 日

公安委員会 殿

住 所

氏 名

年 月 日に において行われる意見聴取に

ついては、下記の者を代理人に選任したので、私に代わって出頭させます。

記

代理人

住 所

氏 名 （ 歳）

職 業

当事者との関係

備考 １ 代理人に対して意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する

旨を明示した書面を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
２
号
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第２号（第 14条関係）
第 号

意 見 聴 取 通 知 書
年 月 日

殿
公安委員会 印

下記の暴力団に対する暴力団員による不当な行為の防止に関する法律

第３条の規定による指定に係る同法第５条第１項の意見聴取を下記のとおり第４条
実施しますので出頭されるようよう通知します。

記

指
定 名 称
を
し
よ
う 主たる事務所の所在地

と
す
る 代表する者又 住 所
暴 はこれに代わ
力 るべき者
団 氏 名

年 月 日
意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

指定をしようとする理由

備考 １ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかった
ときは、意見聴取を行わないで上記の暴力団を指定することがあり
ます。あなたの地位を受け継いだ人についても同様です。
２ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１
人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく
ださい。
３ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、上記の暴力団
の指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することがで
きます。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ
を添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。
３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
２
号
の
２
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第２号の２（第14条関係）

第 号

意 見 聴 取 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

下記の指定暴力団等に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する

第 1 5 条 の ２ 第 １ 項
法律第15条の２第４項において準用する同条第１項の規定による指定に係る

第 3 0 条 の ８ 第 １ 項

第15条の２第８項
同法 において準用する同法第５条第１項の意見聴取を下記

第30条の８第４項

のとおり実施しますので出頭されるよう通知します。

記

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代表する者又 住 所
はこれに代わ
るべき者 氏 名

年 月 日
意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

指定をしようとする理由

警 戒 区 域 と し て
定 め よ う と す る 区 域

備考 １ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかった

ときは、意見聴取を行わないで上記の指定暴力団等を指定すること

があります。あなたの地位を受け継いだ人についても同様です。

２ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１

人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく

ださい。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、上記の指定暴

力団等の指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出するこ

とができます。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

指
定
を
し
よ
う
と
す
る

指
定
暴
力
団
等

別
記
様
式
第
２
号
の
３
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第２号の３（第14条関係）

第 号

意 見 聴 取 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

特定抗争指定暴力団等
下記の に対する暴力団員による不当な行為の防止等

特定危険指定暴力団等

第 1 5 条 の ２ 第 ３ 項
に関する法律第15条の２第４項において準用する同条第３項の規定による警

第 3 0 条 の ８ 第 ３ 項

第15条の２第９項
戒区域の変更に係る同法 において準用する同法第５条第１

第30条の８第５項

項の意見聴取を下記のとおり実施しますので出頭されるよう通知します。

記

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代表する者又 住 所
はこれに代わ
るべき者 氏 名

年 月 日
意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

警戒区域の変更をしようとする理由

変 更 後 の 警 戒 区 域

備考 １ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかった
ときは、意見聴取を行わないで上記の警戒区域の変更をすることが
あります。あなたの地位を受け継いだ人についても同様です。

２ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１
人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく
ださい。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、上記の警戒区
域の変更について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することが

できます。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ
を添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。
３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る

指
定
暴
力
団
等
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別
記
様
式
第
３
号
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第３号（第 14条関係）

第 号

意 見 聴 取 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

あなたに対する暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 条第

項の規定による命令に係る同法第 34 条第１項の意見聴取を下記のとおり実
施しますので出頭されるよう通知します。

記

年 月 日

意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

命令をしようとする理由

備考 １ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかった

ときは、意見聴取を行わないで命令をすることがあります。あなた

が事務所の管理者であるときはその地位を受け継いだ人についても

同様です。

２ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１

人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく

ださい。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、事案について

意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができます。

別紙 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
４
号
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第４号（第 14条関係）
第 号

意 見 聴 取 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

あなたに対する暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 条第

第３項項の規定に係る同法第 35 条第 1 項の規定による命令に係る同条 の意
第４項

見聴取を下記のとおり実施しますので出頭されるよう通知します。

記

年 月 日
意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

仮の命令をした理由

備考 １ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１

人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく

ださい。

２ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、事案について

意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができます。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
５
号
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第５号（第16条関係）

期日
意見聴取 変更申出書

場所

年 月 日

公安委員会 殿

住 所

氏 名

期 日
年 月 日に において行われる意見聴取の

場 所

については、下記のとおりやむを得ない理由があるので、変更を申し出ま

す。

記

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不要な文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
６
号
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第６号（第 16 条関係）

第 号

期日
意見聴取 変更通知書

場所

年 月 日

殿

公安委員会 印

年 月 日に において行うこととしていた意見

期日
聴取の を次のとおり変更したので通知します。

場所

変 更 前 変 更 後

意見聴取の 年 月 日 年 月 日

期日

時 分から 時 分から

意見聴取の

場所

備考 １ 不要な文字は、横線で消すこと。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別
記
様
式
第
７
号
（
第
２
３
条
関
係
）

別記様式第７号（第 23 条関係）

第 号

意見聴取続行通知書

年 月 日

殿

主宰者（公安委員又は意見聴取官が主
印

宰者となる場合はその職名及び氏名）

年 月 日に において行った意見聴取を下記の

とおり続行するので通知します。

記

意 見 聴 取 年 月 日

の期日

時 分から

意 見 聴 取

の場所

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
８
号
（
第
３
４
条
関
係
）

別記様式第８号（第 34条関係）

第 号

証 拠 調 調 書

年 月 日

証拠調を行った者の職名及び氏名 ㊞

事 案 の 件 名

証拠調を行った日時

証拠調を行った場所

証拠調に立ち会った

者の氏名及び住所

関係指定暴力団員の

意見の陳述その他の

発言の要旨、参考人

の証言の要旨又は検

証の概況

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
９
号
（
第
３
５
条
関
係
）

- 1 -

別記様式第９号（第 35条関係）

提 出 物 目 録

年 月 日

主宰者（公安委員又は意見聴取官が主

宰者となる場合はその職名及び氏名） 印

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取

の実施に関する規則第 27 条又は第 28 条の規定により提出者が提出した下記目
録の物件を受領した。

記

事 案 の 件 名

提 氏 名

出

住 所

者

提出を受けた年

月日 年 月 日

目 録

番 号 標 目 数量 所 有 者 の 氏 名 及 び 住 所 備 考

取 扱 者 官職 氏名 ㊞

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
１
０
号
（
第
３
５
条
関
係
）

別記様式第10号（第35条関係）

還 付 請 書

年 月 日

主宰者（公安委員又は意見

聴取官が主宰者となる場合 殿

はその職名及び氏名）

住 所

氏 名

下記目録の物件の還付を受け、領収しました。

記

目 録

番 号 標 目 数量 所 有 者 の 氏 名 及 び 住 所 備 考

取 扱 者 官職 氏名 ㊞

備考 １ 「目録」欄の記載は、取扱者において行うこと。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別
記
様
式
第
１
１
号
（
第
３
６
条
関
係
）

別記様式第 11号（第 36条関係）

（１面）

第 号

意 見 聴 取 調 書

年 月 日

主宰者の職名及び氏名 ㊞

事 案 の 件 名

意 見 聴 取 の 期 日

意 見 聴 取 の 場 所

当事者の氏名及び住

所

（代理人・補佐人の

氏 名 及 び 住 所 ）

関係指定暴力団員の

氏名及び住所

参考人の氏名及び住

所

意見聴取の公開の有

無（公開しないこと

とした場合にはその

理由）

（２面）

意見聴取の進行の要領

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ
を添付すること。

２ 意見聴取を公開しないこととした場合における当該非公開に係る部
分の意見聴取調書については別綴じで作成すること。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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